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第１章 総則 

（目的） 

第１条 愛媛大学大学院（以下「本学大学院」という。）においては、学術の理論及び応用を教授

研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓

越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。 

２ 本学大学院は、前項の目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供す

ることにより、社会の発展に寄与するものとする。 

（点検評価等） 

第２条 本学大学院は、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 109 条第１項の規定に基づき、

教育研究水準の向上に資するため、本学大学院の教育及び研究、社会貢献、組織及び運営並び

に施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 

２ 本学大学院は、前項の点検及び評価並びに学校教育法第 109 条第２項及び第３項の規定に基

づく認証評価等の結果を踏まえ、本学大学院の教育研究活動等について不断の見直しを行うこ

とにより、その水準の向上を図るものとする。 

３ 第１項の点検及び評価に関し必要な事項は、別に定める。 

（教育研究上の目的の公表等） 

第３条 本学大学院においては、研究科若しくは専攻又は学環（大学院設置基準（昭和 49 年文部

省令第 28 号。以下「設置基準」という。）第 30 条の２に定める研究科等連係課程実施基本組

織をいう。以下同じ。）ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を定め、

公表するものとする。 

２ 本学大学院は、教育研究の成果の普及及び活用の推進に資するため、その教育研究活動の状

況を公表するものとする。 

（課程、専攻） 

第４条 本学大学院の各研究科の修士課程、教職大学院の課程及び博士課程の別は、次の表の中

欄に掲げるとおりとする。ただし、医学系研究科看護学専攻及び理工学研究科の博士課程は、

前期２年の課程（以下「博士前期課程」という。）及び後期３年の課程（以下「博士後期課程」



という。）に区分し、博士前期課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。 

２ 各研究科に、それぞれ次の表の右欄に掲げる専攻を置く。 

研究科 修士課程・教職大学院の課程・博士課程の別 専攻 

人文社会科学研究科 修士課程 法文学専攻 

産業システム創成専攻 

教育学研究科 修士課程 心理発達臨床専攻 

教職大学院の課程 教育実践高度化専攻 

医学系研究科 博士課程 医学専攻 

博士課程 博士前期課程 看護学専攻 

博士後期課程 看護学専攻 

理工学研究科 博士課程 博士前期課程 理工学専攻 

博士後期課程 理工学専攻 

農学研究科 修士課程 食料生産学専攻 

生命機能学専攻 

生物環境学専攻 

連合農学研究科 博士課程 生物資源生産学専攻 

生物資源利用学専攻 

生物環境保全学専攻 

備考 連合農学研究科の博士課程は、後期３年のみの博士課程とする。 

 

３ 本学大学院の各学環の修士課程及び博士課程の別は、次の表に掲げるとおりとする。 

学環 修士課程・博士課程の別 

医農融合公衆衛生学環 修士課程 

地域レジリエンス学環 修士課程 

 

（教育研究実施組織） 

第４条の２ 本学大学院は、教育研究上の目的を達成するため、各研究科及び各学環に、別表１

のとおり、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制する。 

２ 本学大学院は、前項の教育研究実施組織を編制するに当たっては、当該研究科及び当該学環

の教育研究活動等の運営が組織的かつ効果的に行われるよう、教員及び事務職員等相互の適切

な役割分担の下での協働や組織的な連携体制を確保しつつ、教育研究に係る責任の所在を明確

にするものとする。 

（連合農学研究科の教育研究の実施） 

第５条 連合農学研究科の教育研究は、愛媛大学（以下「本学」という。）、香川大学及び高知大

学の協力により実施するものとする。 

（学環の教育研究の実施） 

第５条の２ 学環の教育研究は、本学大学院に置かれる二以上の研究科（以下「連係協力研究科」

という。）との緊密な連係及び協力により実施するものとする。 

２ 各学環の連係協力研究科は、次の表に掲げるとおりとする。 

学環 連係協力研究科 
医農融合公衆衛生学環 医学系研究科 

農学研究科 
地域レジリエンス学環 人文社会科学研究科 

教育学研究科 
医学系研究科 
理工学研究科 
農学研究科 

 

第６条 削除 

（修士課程） 



第７条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度

の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 

（教職大学院の課程） 

第７条の２ 教職大学院の課程は、専ら幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び

特別支援学校（以下「小学校等」という。）の高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教

員の養成のための教育を行うことを目的とする。 

（博士課程） 

第８条 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の

高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う

ことを目的とする。 

 

 

第２章 教員組織 

（教員組織） 

第９条 研究科の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）は、研究

科ごとに設置基準に定める資格を有する教員が担当し、又は分担するものとする。ただし、教

職大学院の課程にあっては、「授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」と

いう。）」とあるのは「授業」と、「設置基準」は「専門職大学院設置基準（平成 15年文部科

学省令第 16 号）」と読み替えて適用するものとする。 

（学環の教員組織） 

第９条の２ 学環の授業及び研究指導は、学環ごとに設置基準に定める資格を有する教員（以下

この条において「有資格教員」という。）が担当し、又は分担するものとする。 

２ 学環に置く教員は、教育研究に支障がないと認められる場合には、第５条の２第２項に規定

する連係協力研究科の有資格教員がこれを兼ねることができるものとする。 

 

第３章 収容定員 

（収容定員） 

第 10 条 研究科専攻及び学環の収容定員は、次のとおりとする。 

研究科・学環 専攻 
収容定員 

入学定員 総定員 

人文社会科学研究科  

法文学専攻 

人 

12 

b(1) 

人 

24 

b(2) 

産業システム創成専攻 8 

b(1) 

16 

b(2) 

     計 20 

b(2) 

40 

b(4) 

教育学研究科 心理発達臨床専攻 10 20 

教育実践高度化専攻 40 80 

     計 50 100 

医学系研究科 博士課程 医学専攻 30 120 

博士前期課程 看護学専攻 12 

a(2) 

24 

a(4) 

博士後期課程 看護学専攻 2 6 

理工学研究科 博士前期課程 理工学専攻 270 

b(2) 

540 

b(4) 

博士後期課程 理工学専攻 23 69 

農学研究科 食料生産学専攻 26 

a(1) 

b(1) 

52 

a(2) 

b(2) 



生命機能学専攻 23 46 

生物環境学専攻 23 

a(2) 

b(1) 

46 

a(4) 

b(2) 

     計 72 

a(3) 

b(2) 

144 

a(6) 

b(4) 

連合農学研究科 生物資源生産学専攻 9 27 

生物資源利用学専攻 4 12 

生物環境保全学専攻 4 12 

     計 17 51 

医農融合公衆衛生学環  5 10 

地域レジリエンス学環  6 12 

合      計 496 1,094 

備考 

１ この表における合計数は、学環の収容定員を除いた数とする。 

２ 医農融合公衆衛生学環の収容定員は、医学系研究科及び農学研究科の収容定員の内数とし、 

a を付した括弧内の数字をその内訳とする。 

３ 地域レジリエンス学環の収容定員は、人文社会科学研究科、理工学研究科及び農学研究科の

収容定員の内数とし、bを付した括弧内の数字をその内訳とする。 

 

第４章 学年、学期、休業日、標準修業年限及び在学期間 

（学年） 

第 11 条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月 31日に終わる。 

（学期） 

第 12 条 学年を分けて次の２学期とする。 

前学期 ４月１日から９月 23日まで 

後学期 ９月 24 日から翌年３月 31日まで 

（休業日） 

第 13 条 休業日は、次のとおりとする。 

日曜日及び土曜日 

国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日 

夏季休業 ８月７日から９月 30 日まで 

開学記念日 11 月 11 日 

冬季休業 12 月 24日から翌年１月７日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、学長が必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に

休業日を定めることがある。 

（標準修業年限） 

第 14 条 修士課程及び教職大学院の課程の標準修業年限は、２年とする。 

２ 医学系研究科医学専攻博士課程の標準修業年限は、４年とする。 

３ 医学系研究科看護学専攻博士課程及び理工学研究科博士課程の標準修業年限は５年とし、博

士前期課程の標準修業年限は２年、博士後期課程の標準修業年限は３年とする。 

４ 連合農学研究科博士課程の標準修業年限は、３年とする。 

（在学期間） 

第 15 条 在学期間は、標準修業年限の２倍の年数を超えることができない。 

 

 

第５章 教育課程等 

（教育課程の編成方針） 

第 16 条 修了の認定に関する方針及び教育課程の編成及び実施に関する方針に基づき、必要な授

業科目を開設するとともに研究指導の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。



ただし、教職大学院にあっては、「授業科目を開設するとともに研究指導の計画を策定し」と

あるのは「授業科目を開設し」と読み替えて適用するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させると

ともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養と幅広い汎用的な能力を涵養するよう適切

に配慮するものとする。 

３ 研究科又は学環が開設する授業科目のほか、全学で運営する大学院共通教育科目を開設する。 

４ 大学院共通教育科目に関し必要な事項は、別に定める。 

（教育方法） 

第 17 条 研究科及び学環の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。ただ

し、教職大学院にあっては、「授業及び研究指導」とあるのは「授業」と読み替えて適用するも

のとする。 

（教育方法の特例） 

第 17 条の２ 本学大学院において、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他

特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことが

できる。ただし、教職大学院にあっては、「授業又は研究指導」とあるのは「授業」と読み替え

て適用するものとする。 

（授業の方法） 

第 18 条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用によ

り行うものとする。 

２ 前項の授業は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修

させることができる。 

３ 第１項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディ

アを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様と

する。 

第 18 条の２ 教職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に

応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の

適切な方法により授業を行うなど適切に配慮するものとする。 

（授業期間） 

第 18 条の３ １年間の授業を行う期間は、35 週にわたることを原則とする。 

（履修方法） 

第 19 条 第 17 条に規定する授業科目の内容、単位数及び履修方法並びに研究指導の内容及び履

修方法は、各研究科又は各学環において定める。ただし、教職大学院にあっては、「授業科目

の内容、単位数及び履修方法並びに研究指導の内容及び履修方法」とあるのは「授業科目の内

容、単位数及び履修方法」と読み替えて適用するものとする。 

２ 学生は、他の研究科、学環及び学部の授業科目を履修することができる。ただし、この場合

は、所属研究科長又は所属学環長を経て、当該研究科長、当該学環長又は当該学部長の許可を

得なければならない。 

（単位計算方法） 

第 20 条 前条第１項の単位数を定めるに当たっては、１単位の授業科目を 45 時間の学修を必要

とする内容をもって構成することを標準とし、第 18 条第１項に規定する授業の方法に応じ、当

該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね 15 時間から 45 時間

までの範囲で定める時間の授業をもって１単位として単位数を計算するものとする。ただし、

芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、定める時間の授業をもって１単

位とすることができる。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第 21 条 本学大学院（教職大学院を除く。以下この条において同じ。）において教育上有益と認

めるときは、学生が本学大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得

した単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）を、本学大学院に入学した後の本学大

学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学等の場合を除き、本

学大学院において修得した単位以外のものについては、15 単位を超えないものとし、第 25 条



第１項（同条第３項において準用する場合を含む。）及び第 25条の３第１項の規定により本学

大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて 20単位を超えないものとする。 

第 21 条の２ 本学教職大学院において教育上有益と認めるときは、学生が本学教職大学院に入学

する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得し

た単位を含む。）を、本学教職大学院に入学した後の本学教職大学院における授業科目の履修

により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学等の場合を除き、本

学教職大学院において修得した単位以外のものについては、第２５条の２第１項（同条第２項

において準用する場合を含む。）の規定により本学教職大学院において修得したものとみなす

単位数と合わせて本学教職大学院が修了要件として定める４６単位以上の単位数の２分の１を

超えないものとする。 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第 22 条 学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり

計画的に教育課程を履修し修了することを希望する旨を申し出たときは、別に定めるところに

より、学長がその計画的な履修を認めることができる。 

２ 前項の規定により計画的な履修が認められた者の標準修業年限は、第 14 条に規定する標準修

業年限に、２年を超えない範囲で別に定める年数を加えた年数とする。 

３ 第１項の規定により計画的な履修が認められた者の在学期間は、第 14条に規定する標準修業

年限の２倍の年数に、２年を超えない範囲で別に定める年数を加えた年数を超えることができ

ない。 

（単位の授与） 

第 23 条 授業科目を履修した者に対しては、試験その他の別に定める適切な方法により学修の成

果を評価して、単位を与える。 

２ 単位の認定は、担当教員が行う。 

（成績評価基準等の明示等） 

第 24 条 各研究科及び各学環は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに１年間

の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。ただし、教職大学院にあっては、

「授業及び研究指導」とあるのは「授業」と読み替えて適用するものとする。 

２ 各研究科及び各学環は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、

客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当

該基準にしたがって適切に行うものとする。ただし、教職大学院にあっては、「学修の成果及

び学位論文」とあるのは「学修の成果」と読み替えて適用するものとする。 

（他の大学の大学院における授業科目の履修等） 

第 25 条 本学大学院（教職大学院を除く。以下この条において同じ。）において教育上有益と認

めるときは、学生が他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第 25条の

３第１項の規定により本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて 15 単位を

超えない範囲で本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができ

る。 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、第 21条第１項の規定により

本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて 20単位を超えないものとする。 

３ 前２項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育にお

ける授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当

該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定す

るものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学本部

に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和 51 年法律第 72 号）第

１条第２項に規定する 1972 年 12 月 11 日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大

学（以下「国際連合大学」という。）の教育課程における授業科目を履修する場合について準

用する。 

第 25 条の２ 本学教職大学院において教育上有益と認めるときは、学生が本学教職大学院の定め

るところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、本学教職大学

院が修了要件として定める４６単位以上の単位数の２分の１を超えない範囲で本学教職大学院



における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第 21条の２第１項の規定に

より本学教職大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて本学教職大学院が修了要

件として定める４６単位以上の単位数の２分の１を超えないものとする。 

３ 前２項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育にお

ける授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当

該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定す

るものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教

育課程における授業科目を履修する場合について準用する。 

（休学期間中の授業科目の履修等） 

第 25 条の３ 本学大学院（教職大学院を除く。以下この条において同じ。）において教育上有益

と認めるときは、学生が休学期間中に他の大学院（外国の大学院を含む。）において履修した

授業科目について修得した単位を、本学大学院における授業科目の履修により修得したものと

みなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第 25条第１項（同条第３項

において準用する場合を含む。）の規定により本学大学院において修得したものとみなす単位

数と合わせて 15 単位を超えないものとし、第 21 条第１項の規定により本学大学院において修

得したものとみなす単位数と合わせて 20 単位を超えないものとする。 

（他の大学の大学院等における研究指導） 

第 26 条 本学大学院において教育上有益と認めるときは、他の大学の大学院又は研究所等との協

議に基づき、学生を当該大学の大学院又は研究所等に派遣の上、必要な研究指導を受けさせる

ことができる。ただし、博士前期課程及び修士課程（以下「修士課程」という。）の学生が当該

研究指導を受ける期間は、１年を超えることができない。 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第 27 条 本学大学院、研究科又は学環は、学生に対する教育の充実を図るため、本大学院の授業

及び研究指導の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

ただし、教職大学院にあっては、「授業及び研究指導」とあるのは「授業」と、「研修及び研

究」とあるのは「研修」と読み替えて適用するものとする。 

（連携協力校） 

第 27 条の２ 本学教職大学院は、第 45 条の２第１項に規定する実習その他本学教職大学院の教

育上の目的を達成するために必要な連携協力を行う小学校等を適切に確保するものとする。 

 

 

第６章 入学 

（入学の時期） 

第 28 条 入学の時期は、毎学年の始めとする。ただし、学年の途中であっても、学期の始めに入

学させることができる。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、入学する学年の９月 24 日から９月 30 日までに、次条か

ら第 31 条までに定める入学の資格を得た者の入学の時期は、10月１日とする。 

（修士課程及び教職大学院の課程の入学資格） 

第 29 条 修士課程及び教職大学院の課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する

者とする。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 学校教育法（昭和 22年法律第 26 号）第 104 条第４項の規定により学士の学位を授与され

た者 

(3) 外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外

国の学校教育における 16年の課程を修了した者 

(5) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16年の課

程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した



者 

(6) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国

の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして

文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が３年以上である課程を修

了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修するこ

とにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育

施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士

の学位に相当する学位を授与された者 

(7) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準

を満たすものに限る。）又は専攻科（当該専攻科を置く専修学校の特定専門課程（学校教育

法第 125 条の２第１項に規定する特定専門課程をいう。）における教育との連続性に配慮し

た教育課程を編成していることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）

で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(8) 文部科学大臣の指定した者 

(9) 学校教育法第 102 条第２項の規定により他の大学の大学院に入学した者であって、当該者

をその後本学大学院に入学させる場合において、大学院における教育を受けるにふさわしい

学力があると認めたもの 

(10) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力が

あると認めた者で、22歳に達したもの 

(11) 大学に３年以上在学し、本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認める者 

(12) 外国において学校教育における 15年の課程を修了した者で、本学の定める単位を優秀な

成績で修得したと認めるもの 

(13) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該

外国の学校教育における 15 年の課程を修了した者で、本学の定める単位を優秀な成績で修得

したと認めるもの 

(14) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 15年の

課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度におい

て位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し

た者で、本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの 

（医学系研究科医学専攻博士課程の入学資格） 

第 30 条 医学系研究科医学専攻博士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する

者とする。 

(1) 大学の医学、歯学又は修業年限が６年の薬学若しくは獣医学を履修する課程を卒業した者 

(2) 外国において、学校教育における 18 年の課程を修了し、その最終の課程が医学、歯学、薬

学又は獣医学であった者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外

国の学校教育における 18年の課程を修了し、その最終の課程が医学、歯学、薬学又は獣医学

であった者 

(4) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 18年の課

程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、

その最終の課程が医学、歯学、薬学又は獣医学であった者 

(5) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国

の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして

文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が５年以上である課程を修

了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修するこ

とにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育

施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士

の学位に相当する学位を授与された者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 学校教育法第 102 条第２項の規定により他の大学の大学院（医学、歯学、薬学又は獣医学



を履修する課程に限る。）に入学した者であって、当該者をその後本学大学院に入学させる

場合において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(8) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学の医学、歯学又は修業年限が６年

の薬学若しくは獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、

24 歳に達したもの 

(9) 大学（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程に限る。）に４年以上在学し、本学の定

める単位を優秀な成績で修得したと認める者 

(10) 外国において学校教育における 16年の課程（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課

程を含むものに限る。）を修了した者で、本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認め

るもの 

(11) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該

外国の学校教育における 16 年の課程（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程を含むも

のに限る。）を修了した者で、本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの 

(12) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16年の

課程（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。）を修了したとされ

るものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育

施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者で、本学の定める

単位を優秀な成績で修得したと認めるもの 

（博士後期課程及び連合農学研究科博士課程の入学資格） 

第 31 条 博士後期課程及び連合農学研究科博士課程に入学することのできる者は、次の各号の一

に該当する者とする。 

(1) 修士の学位又は専門職学位（学校教育法第 104 条第１項の規定に基づき学位規則（昭和 28

年文部省令第９号）第５条の２に規定する専門職学位をいう。以下同じ。）を有する者 

(2) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専

門職学位に相当する学位を授与された者 

(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度におい

て位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、

修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(5) 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者 

(6) 外国の学校、第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学

院設置基準第 16 条の２に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有す

る者と同等以上の学力があると認められた者 

(7) 文部科学大臣の指定した者  

(8) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者

と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの 

（入学の出願） 

第 32 条 本学大学院に入学を志願する者は、所定の期日までに、入学願書に別に定める書類及び

第 62条第１項に規定する検定料を添えて学長あてに願い出なければならない。 

（入学者の選考） 

第 33 条 前条の入学志願者については、入学者の受入れに関する方針に基づき、別に定める公正

かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて選考を行う。 

（入学手続） 

第 34 条 前条の規定による選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに宣誓

書、保証書その他所定の書類を提出するとともに、第 63条第１項に規定する入学料を納付しな

ければならない。ただし、第 66 条の規定により入学料の免除又は第 67 条の規定により入学料

の徴収猶予を受けようとする者は、入学料免除・徴収猶予申請書の提出をもって入学料の納付

に代えるものとする。 

（入学許可） 

第 35 条 学長は、前条の入学手続を終えた者に対し、入学を許可する。 

（編入学） 



第 36条 他の大学の大学院の学生で本学大学院に編入学を志願する者があるときは、選考の上、

研究科長又は学環長の申出に基づき学長が入学を許可することがある。 

２ 前項の規定による入学の時期は、毎学期の始めとする。 

３ 第１項の規定により入学した者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべ

き年数については、研究科委員会、学環委員会又は研究科教授会（以下「研究科委員会等」と

いう。）の議を経て当該研究科長又は当該学環長が決定する。 

（再入学） 

第 37 条 本学大学院を退学した者又は除籍された者で再入学を志願する者があるときは、選考の

上、研究科長又は学環長の申出に基づき学長が入学を許可することがある。 

２ 前項の規定による入学の時期は、毎学期の始めとする。 

３ 第１項の規定により入学した者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべ

き年数については、研究科委員会等の議を経て研究科長又は学環長が決定する。 

（編入学等の入学手続等） 

第 38 条 前２条に規定する編入学及び再入学に係る入学の出願及び手続等については、第 32 条

及び第 34条の規定を準用する。 

（進学） 

第 39 条 博士前期課程を修了し、引き続き、博士後期課程に進学を志願する者については、研究

科の定めるところにより選考の上、研究科長が進学を許可する。 

（入学許可の取消） 

第 40 条 第 34 条の提出書類に虚偽又は不正があった場合には、入学を取り消す。 

 

 

第７章 休学、留学、退学及び除籍 

（休学） 

第 41 条 学生が疾病その他の理由により２か月以上修学することができない場合は、研究科長又

は学環長の許可を得て休学することができる。 

２ 前項の休学は、１年を超えることができない。 

３ 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、休学期間の延長を許可することがある。

ただし、休学期間は、連続して、修士課程及び教職大学院の課程にあっては２年、医学系研究

科医学専攻博士課程、博士後期課程及び連合農学研究科博士課程にあっては３年を越えること

ができない。 

４ 疾病のため修学することが適当でないと認める場合には、研究科長又は学環長は、学長の承

認を得て休学を命ずることがある。 

５ 休学期間中にその休学の理由が消滅したときは、研究科長又は学環長の許可を得て復学する

ことができる。 

６ 休学が３か月以上にわたるときは、その期間は、第 14 条第１項から第４項までに規定する標

準修業年限に算入しない。 

７ 休学した期間は、これを第 15条に規定する在学期間に算入しない。 

８ 休学期間は、通算して、修士課程及び教職大学院の課程にあっては２年、医学系研究科医学

専攻博士課程にあっては４年、博士後期課程及び連合農学研究科博士課程にあっては３年を超

えることができない。 

（留学） 

第 42 条 学生が外国の大学の大学院へ留学する場合については、学則第 42 条第１項の規定を準

用する。この場合において、「学部長」とあるのは「研究科長」又は「学環長」と読み替えるも

のとする。 

２ 前項の規定により留学した期間は、第 14 条に規定する標準修業年限及び第 15 条に規定する

在学期間に算入するものとする。 

（退学） 

第 43 条 学生が退学しようとするときは、研究科長又は学環長を経て学長の許可を得なければな

らない。 

（除籍） 



第 44条 次の各号の一に該当する者は、研究科委員会等の議を経て、学長が除籍する。 

(1) 第 15 条に規定する在学期間を超えた者又は第 41 条第８項に規定する休学期間を超えてな

お復学できない者 

(2) 長期にわたり行方不明の者 

(3) 授業料の納付の義務を怠る者 

(4) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除若しくは徴収猶予を許可

された者であって、納付すべき入学料を所定の期日までに納付しないもの 

 

 

第８章 課程の修了要件及び学位の授与 

（課程の修了要件） 

第 45 条 修士課程の修了要件は、大学院に２年以上在学し、各研究科又は各学環の定めるところ

により 30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程の目的に応じ、

学位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。た

だし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、１年以上在学すれば足りるも

のとする。 

第 45 条の２ 教職大学院の課程の修了要件は、本学教職大学院に２年以上在学し、４６単位以上

（高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的とし

て小学校等その他の関係機関で行う実習に係る１０単位以上を含む。）を修得することとする。

ただし、在学期間に関しては、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であっ

て、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法に

より教育を行う場合において、教育上の必要があるときは、学生の履修上の区分に応じ、１年

以上在学すれば足りるものとする。 

２ 教職大学院の課程は、教育上有益と認めるときは、当該課程に入学する前の小学校等の教員

としての実務の経験を有する者について、10単位を超えない範囲で、前項に規定する実習によ

り修得する単位の一部を免除することができる。 

第 46 条 医学系研究科医学専攻博士課程の修了要件は、大学院に４年以上在学し、研究科の定め

るところにより 30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文を提出して

その審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績

を上げた者については、３年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 医学系研究科看護学専攻博士後期課程の修了要件は、大学院に３年以上在学し、研究科の定

めるところにより 14 単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文を提出し

てその審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を

上げた者については、修士課程における２年の在学期間を含め３年以上在学すれば足りるもの

とする。 

第 47 条 理工学研究科博士後期課程の修了要件は、大学院に３年以上在学し、研究科の定めると

ころにより 12単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文を提出してその

審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上

げた者については、修士課程における２年の在学期間を含め３年以上在学すれば足りるものと

する。 

第 48 条 連合農学研究科博士課程の修了要件は、大学院に３年以上在学し、研究科の定めるとこ

ろにより 12 単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文を提出してその審

査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げ

た者については、修士課程における２年の在学期間を含め３年以上在学すれば足りるものとす

る。 

第 49 条 修士課程において優れた業績を上げ、当該課程を２年未満の在学期間をもって修了した

者が博士後期課程又は連合農学研究科博士課程に入学した場合の修了要件は、第 46条第２項、

第 47条及び前条のただし書中「修士課程における２年の在学期間」とあるのは「修士課程の在

学期間」と読み替えて、第 46条第２項、第 47 条又は前条の規定を適用する。 

２ 第 31 条第２号から第８号までに規定する者が博士後期課程又は連合農学研究科博士課程に

入学した場合の修了要件は、第 46 条第２項、第 47 条及び前条のただし書中「修士課程におけ



る２年の在学期間を含め３年以上」とあるのは「１年以上」と読み替えて、第 46条第２項、第

47 条又は前条の規定を適用する。 

（在学期間の短縮） 

第 49 条の２ 修士課程及び博士課程（博士後期課程及び連合農学研究科博士課程を除く。）は、

第 21条の規定により、当該課程に入学する前に修得した単位（第 29 条及び第 30条の規定によ

り入学資格を有した後、修得したものに限る。）を、当該課程において修得したものとみなす

場合であって、当該単位の修得により当該課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、

当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して１年を超えない範囲で、当該課程が定め

る期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、修士課程について

は、当該課程に少なくとも１年以上在学するものとする。 

第 49 条の３ 教職大学院の課程は、第 21 条の２の規定により、当該課程に入学する前に修得し

た単位を、当該課程において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により当該

課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他

を勘案して１年を超えない範囲で、当該課程が定める期間在学したものとみなすことができる。

ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも１年以上在学するものとする。 

 

（学位論文） 

第 50 条 修士課程及び博士課程における最終試験は、学位論文を中心として、これに関連ある科

目について行うものとする。 

２ 学位論文及び最終試験の合否は、研究科委員会等において審査し、決定する。 

（学位） 

第 51 条 本学大学院の課程を修了した者には、博士、修士又は教職修士（専門職）の学位を授与

する。 

（論文提出による学位の授与） 

第 52 条 前条に定めるもののほか、学位規則(昭和 28 年文部省令第９号)の定めるところにより、

本学大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、本学大学院の博士課程を修了した者と同等

以上の学力を有することを確認された者にも博士の学位を授与することができる。 

（学位の授与に関する規程） 

第 53 条 前 10 条に規定するもののほか、学位の授与については、別に定める。 

 

 

第９章 教育職員免許 

（教育職員免許） 

第 54 条 教育職員免許法及び同法施行規則に定める所定の科目に該当する授業科目の単位を修

得した者は、教育職員免許状を受ける資格を得ることができる。 

２ 前項の規定に基づく資格を得た者が受けることのできる研究科及び専攻ごとの教育職員免許

状の種類及び教科は、別表２のとおりとする。 

 

 

第 10 章 賞罰 

（表彰） 

第 55 条 学生で表彰に値する業績又は行為があるときは、学長がこれを表彰する。 

２ 学生の表彰に関し必要な事項は、別に定める。 

（懲戒） 

第 56 条 本学の規則に違反し、又は学生の本分を守らない者があるときは、研究科長又は学環長

の申出に基づき国立大学法人愛媛大学教育研究評議会の議を経て学長がこれを懲戒する。 

２ 懲戒は、退学、停学及び戒告の３種とする。 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に限り、これを行う。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 正当の理由がなくて出席が常でなく成業の見込みがないと認められる者 

(3) 本学の秩序を著しく乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 



４ 停学が３か月以上にわたるときは、その期間は、第 14 条第１項から第４項までに規定する標

準修業年限に算入しない。 

 

 

第 11 章 研究生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生及び外国人留学

生 

（研究生） 

第 57 条 特定事項について本学大学院（教職大学院を除く。）において研究することを志願する

者があるときは、研究科及び学環の授業及び研究に妨げのない限り、選考の上、研究生として

研究科長又は学環長の申出に基づき学長が入学を許可することがある。 

２ 本学大学院の研究生として入学することのできる者は、次の各号に掲げる課程ごとに当該各

号に定める者とする。 

(1) 修士課程及び博士前期課程 

修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認めた者 

(2) 博士課程及び博士後期課程 

博士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認めた者 

３ 研究生の在学期間は、１年以内とする。ただし、研究上必要があると認める場合には、在学

期間を更新することができる。 

（科目等履修生及び聴講生） 

第 57 条の 2 本学大学院（教職大学院を除く。）の授業科目中、１又は複数の授業科目を履修す

ることを志願する者があるときは、研究科及び学環の授業及び研究に妨げのない限り、選考の

上、科目等履修生又は聴講生として研究科長又は学環長の申出に基づき学長が入学を許可する

ことがある。 

２ 科目等履修生及び聴講生の入学の時期は、毎学期の始めとし、その在学期間は、１年以内と

する。ただし、特別の理由がある場合には、在学期間を更新することができる。 

３ 科目等履修生に対する単位の授与については、第 23 条の規定を準用する。 

（特別聴講学生） 

第 58 条 他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生で、本学大学院の授業科目を履修する

ことを志願する者があるときは、当該大学の大学院との協議に基づき、特別聴講学生として研

究科長又は学環長の申出により学長が入学を許可することがある。 

（研究生等に関する規程） 

第 59 条 研究生、科目等履修生、聴講生及び特別聴講学生に関する規程は、別に定める。 

（特別研究学生） 

第 60 条 他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生で、本学大学院（教職大学院を除く。）

において研究指導を受けることを志願する者があるときは、当該大学の大学院との協議に基づ

き、特別研究学生として研究科長又は学環長の申出により学長が入学を許可することがある。 

（外国人留学生） 

第 61 条 外国人で、大学院において教育を受ける目的をもって入国し、本学大学院（教職大学院

を除く。）に入学を志願する者があるときは、特別に選考の上、研究科長又は学環長の申出に

基づき、外国人留学生として学長が入学を許可することがある。 

２ 外国人留学生については、第 10 条に規定する収容定員の定員外とすることができる。 

３ 外国人留学生に関する規程は、別に定める。 

 

 

第 12 章 検定料、入学料、授業料及び寄宿料 

（検定料） 

第 62 条 検定料の額は、国立大学法人愛媛大学授業料等料金規則（以下「料金規則」という。）

に定める額とする。 

２ 受理した検定料は、返還しない。 

（入学料） 

第 63 条 入学料の額は、料金規則に定める額とする。 



２ 受理した入学料は、返還しない。 

３ 前項の規定にかかわらず、入学料を納付した者が、所定の入学手続き期間内に入学を辞退し

た場合には、納付した者の申出により、当該入学料相当額を返還する。 

（授業料） 

第 64 条 学生は、授業料を納付しなければならない。 

２ 授業料の額は、料金規則に定める額とし、次の２期に分けてそれぞれ年額の２分の１に相当

する額を納付するものとする。 

前期  ４月１日から９月 23日まで 

納付期 ４月１日から４月 30日まで 

後期  ９月 24 日から翌年３月 31日まで 

納付期 ９月 24 日から 10 月 31 日まで 

３ 前項の規定にかかわらず、学生の申出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、

当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収できるものとする。 

４ 授業料を所定の期日までに納付しない者に対しては、登学を停止することがある。 

５ 受理した授業料は、返還しない。 

６ 前項の規定にかかわらず、前期又は前期及び後期に係る授業料を納付した者で、休学の時期

が前期又は後期に係る授業料の納付期の場合は、納付した者の申出により休学した月の翌月以

降の授業料相当額を返還する。 

７ 第５項の規定にかかわらず、前期及び後期に係る授業料を納付した者が後期に係る授業料の

納付期前に休学（前期に係る授業料の納付期に休学した場合を除く。）又は退学した場合には、

納付した者の申出により後期に係る授業料相当額を返還する。 

８ 第２項から前項までの規定にかかわらず、学長が特に必要と認める場合は、授業料の納付及

び返還の取扱いについて、別に定めるところによることができる。 

（寄宿料） 

第 65 条 寄宿舎に入寮した者は、寄宿料を納付しなければならない。 

２ 寄宿料の額は、料金規則で定める額とする。 

３ 受理した寄宿料は、返還しない。 

（検定料の免除） 

第65条の２ 特別な事情により検定料を納付することが著しく困難であると認められる者につい

ては、検定料を免除することがある。 

２ 検定料の免除の取扱いについては、別に定める。 

（入学料の免除） 

第 66 条 次の各号の一に該当する者については、その者の願い出により入学料の全額又は半額を

免除することがある。 

(1) 本学の大学院に入学する者であって経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ、

本学が別に定める学力基準を満たす者 

(2) その他特別な事情により入学料を納付することが著しく困難であると認められる者 

２ 入学料の免除の取扱いについては、別に定める。 

（入学料の徴収猶予） 

第 67 条 次の各号の一に該当する者については、その者の願い出により入学料の徴収を猶予する

ことがある。 

(1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難である者 

(2) 入学前１年以内において、入学する者の学資を主として負担している者（以下「学資負担

者」という。）が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納

付期限までに納付が困難であると認められる者 

(3) その他やむを得ない事情があると認められる者 

２ 前項の規定により入学料の徴収を猶予する期間は、４月入学者については９月 23 日まで、９

月入学者については２月末日までとする。 

３ 入学料の徴収猶予の取扱いについては、別に定める。 

（授業料等に係る学則の準用） 

第 68条 授業料及び寄宿料の徴収方法並びに免除及び徴収猶予等の取扱いについては、学則第 60



条から第 65 条まで、第 68 条（第１項第３号を除く。）及び第 69 条の規定を準用する。 

（研究生等の検定料、入学料及び授業料） 

第 69 条 研究生、科目等履修生及び聴講生は、検定料、入学料及び授業料を納付しなければなら

ない。 

２ 研究生、科目等履修生及び聴講生の検定料、入学料及び授業料の額並びに徴収方法は、別に

定める。 

３ 国立大学の大学院の学生である特別聴講学生及び特別研究学生については、検定料、入学料

及び授業料を徴収しない。 

４ 国立大学以外の大学（以下「公私立等の大学」という。）又は外国の大学の大学院の学生で

ある特別聴講学生及び特別研究学生については、授業料のみを徴収する。この場合の授業料の

額及び徴収方法は、別に定める。 

５ 前項の規定にかかわらず、本学と公私立等の大学又は外国の大学との間における大学間交流

協定等において授業料が相互に不徴収とされた場合は、当該協定等に基づく特別聴講学生及び

特別研究学生については、授業料を徴収しない。 

 

 

第 13 章 特別の課程の履修証明 

（特別の課程の履修証明） 

第 70 条 本学大学院は、学校教育法第 105 条及び学校教育法施行規則第 164 条の定めるところに

より、本学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを履修した者に対し、修了

の事実を証する証明書を交付できるものとする。 

２ 前項の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

   第 14 章 厚生補導 

 （厚生補導組織） 

第 71 条 本学大学院は、学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康に関する指導及び援助等の

厚生補導を組織的に行うため、教育・学生支援機構、基本規則第 19条の規定により置く厚生補

導に関する委員会、総合健康センター及び教育学生支援部からなる厚生補導組織を編制する。 

 

 

第 15 章 大学運営組織 

 （大学運営組織） 

第 72 条 本学大学院は、第４条の２第１項に規定する教育研究実施組織及び前条に規定する厚生

補導組織の円滑かつ効果的な業務の遂行のための支援、大学院運営に係る企画立案、本学大学

院以外の者との連携、人事、総務、財務、広報、情報システム並びに施設及び設備の整備その

他の大学院運営に必要な業務を行うため、次の各号に掲げる組織からなる大学運営組織を編制

する。 

 (1) 基本規則第 19 条から第 21 条の 18までに規定する組織 

 (2) 基本規則第 30 条に規定する機構等 

 (3) 基本規則第 25 条に規定する業務組織 

 

 

第 16 章 雑則 

第 73 条 この大学院学則に定めるもののほか、本学大学院の研究科及び学環に関し必要な事項

は、各研究科及び各学環が別に定める。 

 

附 則 

１ この学則は、平成１６年４月１日から施行する。  

２ 平成１６年３月３１日に本学に在学する者に係る教育課程、履修方法、修了、学位等につい

ては、なお従前の例による。 



３ 平成１６年度における教育学研究科の学校教育専攻、教科教育専攻及び学校臨床心理専攻並

びに全研究科の学生の総定員は、第１０条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

研究科 専攻 
平成１６年度 

総定員 

教育学研究科 学校教育専攻 

障害児教育専攻 

教科教育専攻 

学校臨床心理専攻 

    計 

１１ 

１０ 

６３ 

９ 

９３ 

全  研  究  科 １，０３９ 

附 則 

この学則は、平成１６年８月４日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

附 則 

１ この学則は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ 教育学研究科障害児教育専攻は、改正後の第４条第２項の規定にかかわらず、平成１７年３

月３１日に同専攻に在学する者が同専攻に在学しなくなる日までの間存続するものとし、同専

攻の学生に係る教育課程、履修方法、修了、学位等については、なお従前の例による。 

３ 平成１７年度の教育学研究科の学生の総定員は、改正後の第１０条の規定にかかわらず、次

の表に掲げるとおりとする。 

研究科 専攻 
平成１７年度 

総定員 

教育学研究科 学校教育専攻 

特別支援教育専攻 

特別支援学校教育専修 

特別支援教育コーディネーター専修 

教科教育専攻 

学校臨床心理専攻 

（従前の専攻） 

障害児教育専攻 

     計 

１０ 

 

５ 

６ 

６０ 

１８ 

 

５ 

１０４ 

附 則 

 この学則は、平成１７年７月１３日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ 医学系研究科博士課程の形態系専攻、機能系専攻及び生態系専攻は、改正後の第４条第２項

の規定にかかわらず、平成１８年３月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなく

なる日までの間存続するものとし、当該専攻の学生に係る教育課程、履修方法、修了、学位等

については、なお従前の例による。 

３ 理工学研究科博士前期課程の機械工学専攻、電気電子工学専攻、環境建設工学専攻、機能材

料工学専攻、応用化学専攻、情報工学専攻、数理科学専攻、物質理学専攻及び生物地球圏科学

専攻並びに同研究科博士後期課程の物質工学専攻、システム工学専攻、生産工学専攻及び環境

科学専攻は、改正後の第４条第２項の規定にかかわらず、平成１８年３月３１日に当該専攻に

在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間存続するものとし、当該専攻の学生に係る

教育課程、履修方法、修了、学位等については、なお従前の例による。 

４ 平成１８年度、平成１９年度及び平成２０年度の医学系研究科博士課程及び理工学研究科の

学生の総定員は、改正後の第１０条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

研究科 専攻 
平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

総定員 総定員 総定員 



医学系研究科 【博士課程】 

医学専攻 

（従前の専攻） 

形態系専攻 

機能系専攻 

生態系専攻 

 

３０ 

 

３０ 

３６ 

２４ 

 

６０ 

 

２０ 

２４ 

１６ 

 

９０ 

 

１０ 

１２ 

８ 

理工学研究科 【博士前期課程】 

生産環境工学専攻 

物質生命工学専攻 

電子情報工学専攻 

数理物質科学専攻 

環境機能科学専攻 

（従前の専攻） 

機械工学専攻 

電気電子工学専攻 

環境建設工学専攻 

機能材料工学専攻 

応用化学専攻 

情報工学専攻 

数理科学専攻 

物質理学専攻 

生物地球圏科学専攻 

【博士後期課程】 

生産環境工学専攻 

物質生命工学専攻 

電子情報工学専攻 

数理物質科学専攻 

環境機能科学専攻 

（従前の専攻） 

物質工学専攻 

システム工学専攻 

生産工学専攻 

環境科学専攻 

 

６０ 

５７ 

５７ 

４０ 

２６ 

 

３０ 

２７ 

３０ 

２７ 

３０ 

３０ 

１４ 

２８ 

２４ 

 

６ 

５ 

４ 

４ 

４ 

 

１０ 

１０ 

１０ 

１６ 

 

１２０ 

１１４ 

１１４ 

８０ 

５２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２ 

１０ 

８ 

８ 

８ 

 

５ 

５ 

５ 

８ 

 

１２０ 

１１４ 

１１４ 

８０ 

５２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８ 

１５ 

１２ 

１２ 

１２ 

 

 

 

 

 

附 則 

 この学則は、平成１８年１１月８日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成１９年９月１２日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 平成２１年３月３１日に連合農学研究科博士課程に在学する者に係る修了要件については、

改正後の第４８条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

 この学則は、平成２１年５月１３日から施行する。 



附 則 

 この学則は、平成２２年２月１６日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ 平成２３年３月３１日に法文学研究科人文科学専攻に在学する者の教育職員免許状を受ける

資格を得ることができる教育職員免許状の種類及び教科は、改正後の別表（第５４条第２項関

係）の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

 この学則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成２４年１０月１０日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 教育学研究科学校教育専攻及び農学研究科生物資源学専攻は、改正後の第４条第２項の規定

にかかわらず、平成２８年３月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日

までの間存続するものとし、当該専攻の学生に係る教育課程、履修方法、修了、学位等につい

ては、なお従前の例による。 

３ 平成２８年度の教育学研究科、理工学研究科及び農学研究科の学生の総定員は、改正後の第

１０条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

研究科 専攻 
平成２８年度 

総定員 

教育学研究科 特別支援教育専攻 

教科教育専攻 

学校臨床心理専攻 

教育実践高度化専攻 

（従前の専攻） 

学校教育専攻 

計 

１６ 

５０ 

１８ 

１５ 

 

５ 

１０４ 

理工学研究科 【博士前期課程】 

生産環境工学専攻 

物質生命工学専攻 

電子情報工学専攻 

環境機能科学専攻 

 

１２２ 

１１８ 

１１６ 

５４ 

農学研究科 食料生産学専攻 

生命機能学専攻 

生物環境学専攻 

（従前の専攻） 

生物資源学専攻 

計 

２６ 

２３ 

２３ 

 

７２ 

１４４ 

附 則 

この学則は、平成２８年５月２４日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成３０年９月１２日から施行し、平成３０年７月５日から適用する。 

附 則 

１ この学則は、平成３１年４月１日から施行する。 



２ 平成３１年３月３１日に教育学研究科教科教育専攻に在学する者の教育職員免許状を受ける

資格を得ることができる教育職員免許状の種類及び教科は、改正後の別表（第５４条第２項関

係）の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

１ この学則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 法文学研究科の総合法政策専攻及び人文科学専攻並びに教育学研究科の特別支援教育専攻、

教科教育専攻及び学校臨床心理専攻は、改正後の第４条第２項の規定にかかわらず、令和２年

３月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間存続するものと

し、当該専攻の学生に係る教育課程、履修方法、修了、学位等については、なお従前の例によ

る。 

３ 令和２年度及び令和３年度の人文社会科学研究科、法文学研究科、教育学研究科及び医学系

研究科並びに全研究科の学生の総定員は、改正後の第１０条の規定にかかわらず、次の表に掲

げるとおりとする。 

研究科 専攻 
令和２年度 令和３年度 

総定員 総定員 

人文社会科学研究科 

 

法文学専攻 

産業システム創成専攻 

     計 

１２ 

８ 

２０ 

２４ 

１６ 

４０ 

（従前の研究科） 

法文学研究科 

（従前の専攻） 

総合法政策専攻 

人文科学専攻 

     計 

 

１５ 

１０ 

２５ 

 

 

 

 

教育学研究科 心理発達臨床専攻 

教育実践高度化専攻 

（従前の専攻） 

特別支援教育専攻 

教科教育専攻 

学校臨床心理専攻 

     計 

１０ 

５５ 

 

５ 

２０ 

９ 

９９ 

２０ 

８０ 

 

 

 

 

１００ 

医学系研究科 【博士課程】 

医学専攻 

【博士前期課程】 

看護学専攻 

【博士後期課程】  

看護学専攻   

 

１２０ 

 

２８ 

 

２ 

 

１２０ 

 

２４ 

 

４ 

全 研 究 科 １,０５８ １,０５２ 

４ 令和２年３月３１日に教育学研究科教育実践高度化専攻に在学する者の教育職員免許状を受

ける資格を得ることができる教育職員免許状の種類及び教科は、改正後の別表（第５４条第２

項関係）の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

１ この学則は、令和２年１０月２１日から施行し、令和２年６月３０日から適用する。 

２ 令和２年６月２９日に本学大学院に在学する者については、改正後の第 21条、第 25条、第

25 条の３及び第 49条の２の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 
この学則は、令和３年２月１０日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

附 則 
１ この学則は、令和４年４月１日から施行する。 
２ 令和４年度の医学系研究科、農学研究科及び医農融合公衆衛生学環の学生の総定員は、改正

後の第１０条の規定に関わらず、次の表に掲げるとおりとする。 
研究科・学環 専攻 令和４年度 



総定員 

医学系研究科 

 

【博士課程】 

医学専攻 

【博士前期課程】 

看護学専攻 

 

【博士後期課程】 

看護学専攻 

 

１２０ 

 

２４ 

(２) 

 

６ 

農学研究科 食料生産学専攻 

 

生命機能学専攻 

生物環境学専攻 

５２ 

(１) 

４６ 

４６ 

(２) 

医農融合公衆衛生学環  ５ 

附 則 
１ この学則は、令和５年４月１日から施行する。 
２ 理工学研究科の生産環境工学専攻、物質生命工学専攻、電子情報工学専攻、数理物質科学専

攻及び環境機能科学専攻は、改正後の第４条第２項の規定にかかわらず、令和５年３月３１日

に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間存続するものとし、当該専攻

の学生に係る教育課程、履修方法、修了、学位等については、なお従前の例による。 
３ 令和５年度及び令和６年度の人文社会科学研究科、理工学研究科、農学研究科及び地域レジ

リエンス学環の学生の総定員は、改正後の第１０条の規定にかかわらず、次の表に掲げるとお

りとする。 

研究科・学環 専攻 
令和５年度 令和６年度 

総定員 総定員 

人文社会科学研究科 法文学専攻 

 

産業システム創成専攻 

24 

ｂ(1) 

16 

ｂ(1) 

24 

ｂ(2) 

16 

ｂ(2) 

理工学研究科 

 

【博士前期課程】 

理工学専攻 

 

（従前の専攻） 

生産環境工学専攻 

物質生命工学専攻 

電子情報工学専攻 

数理物質科学専攻 

環境機能科学専攻 

【博士後期課程】 

理工学専攻 

（従前の専攻） 

生産環境工学専攻 

物質生命工学専攻 

電子情報工学専攻 

数理物質科学専攻 

環境機能科学専攻 

 

250 

ｂ(2) 

 

62 

61 

59 

40 

28 

 

23 

 

12 

10 

8 

8 

8 

 

500 

ｂ(4) 

 

 

 

 

 

 

 

46 

 

6 

5 

4 

4 

4 

農学研究科 食料生産学専攻 

 

 

生命機能学専攻 

52 

ａ(2) 

ｂ(1) 

46 

52 

ａ(2) 

ｂ(2) 

46 



生物環境学専攻 46 

ａ(4) 

ｂ(1) 

46 

ａ(4) 

ｂ(2) 

地域レジリエンス学環  6 12 

   附 則 
 この学則は、令和５年４月１日から施行する。 
   附 則 

１ この学則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 令和６年度の理工学研究科博士前期課程及び全研究科の学生の総定員は、改正後の第 10条

の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

研究科・学環 専攻 
令和６年度 

総定員 

理工学研究科 

 

【博士前期課程】 

理工学専攻 

 

 

520 

ｂ(4) 

全  研  究  科 1,074 

３ 令和６年３月３１日に教育学研究科教育実践高度化専攻に在学する者の教育職員免許状を受

ける資格を得ることができる教育職員免許状の種類及び教科は、改正後の別表２（第 54条第

２項関係）の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、令和７年１０月１日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、令和８年４月１日から施行する。  

２ 令和８年３月３１日に本学大学院に在学する者に係る教育課程の編成方針、履修方法等につ

いては、改正後の第１６条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 



別表１（第４条の２関係） 

研究科・学環 
教育研究実施組織 

専攻※ 業務組織等 

人文社会科学研究科 法文学専攻 法文学部事務課 

社会共創学部事務課 産業システム創成専攻 

教育学研究科 心理発達臨床専攻 教育学部事務課 

城北地区技術部 教育実践高度化専攻 

医学系研究科 博士課程 医学専攻 医学部各課 

重信地区技術部 博士前期課程 看護学専攻 

博士後期課程 看護学専攻 

理工学研究科 博士前期課程 理工学専攻 理学部事務課 

工学部事務課 

城北地区技術部 
博士後期課程 理工学専攻 

農学研究科 食料生産学専攻 農学部事務課 

農学部技術室 生命機能学専攻 

生物環境学専攻 

連合農学研究科 生物資源生産学専攻 農学部事務課 

農学部技術室 生物資源利用学専攻 

生物環境保全学専攻 

医農融合公衆衛生学環  医学部各課 

農学部事務課 

重信地区技術部 

農学部技術室 

地域レジリエンス学環  法文学部事務課 

教育学部事務課 

社会共創学部事務課 

理学部事務課 

医学部各課 

工学部事務課 

農学部事務課 

重信地区技術部 

城北地区技術部 

農学部技術室 

※ 教育課程を構成する教員で編制する。 

 

 

別表２（第 54条第２項関係） 

研究科 専攻 免許状の種類 教科 

人文社会科学

研究科 

法文学専攻 

 

中学校教諭専修免許状 国語、社会、英語 

高等学校教諭専修免許状 国語、地理歴史、公民、英語 

教育学研究科 教育実践高度化専攻 幼稚園教諭専修免許状  

小学校教諭専修免許状  

中学校教諭専修免許状 国語、社会、数学、理科、音

楽、美術、保健体育、保健、

技術、家庭、職業、職業指導、

英語、ドイツ語、フランス

語、宗教 

高等学校教諭専修免許状 国語、地理歴史、公民、数学、

理科、音楽、美術、工芸、書

道、保健体育、保健、看護、

家庭、情報、農業、工業、商

業、水産、福祉、商船、職業

指導、英語、ドイツ語、フラ

ンス語、宗教 



特別支援学校教諭専修免許状 
（聴覚障害者に関する教育の領域） 
（知的障害者に関する教育の領域） 
（肢体不自由者に関する教育の領域） 
（病弱者に関する教育の領域） 

 

 

 

 

 

養護教諭専修免許状  

医学系研究科 

（博士前期課

程） 

看護学専攻 高等学校教諭専修免許状 看護 

養護教諭専修免許状  

理工学研究科

（博士前期課

程） 

理工学専攻 中学校教諭専修免許状 数学、理科 

高等学校教諭専修免許状 数学、理科、情報、工業 

農学研究科 食料生産学専攻 高等学校教諭専修免許状 農業 

生命機能学専攻 中学校教諭専修免許状 理科 

高等学校教諭専修免許状 理科 

生物環境学専攻 高等学校教諭専修免許状 農業 

 


